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   令和２年度における地域医療介護総合確保基金（医療分） 

   執行実績について 
 

１ 令和２年度執行額  １９．９億円 

 Ⅰ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業    

                         基金活用額： ２.８億円  

  

 Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業     基金活用額： １.３億円 

  

 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業         基金活用額：１５.８億円 

                     

                                       執行額計 Ⅰ+ Ⅱ + Ⅳ = １９.９億円 

 ※区分ⅢとⅤは介護分 

 

２ 主な事業 

 

区

分 
基金事業名・事業概要 実績・基金活用額 

Ⅰ 病床の機能分化・連携を促進するための基盤整備事業 

・地域医療構想実現のために、大幅に不足すると推計され

ている回復期など埼玉県において必要とされる医療機能

などを確保するため、必要な施設・設備整備費用を補助す

る。 

・補助病院 3病院 

・転換病床数 59床 

       83,210千円 

Ⅰ 地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対

する歯科保健医療の推進事業 

・地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対

し、全身と口腔機能の向上を図るため、病棟・外来に歯科

医師及び歯科衛生士を派遣し、患者の口腔管理などを行

う。また、病院内の地域医療連携室等に歯科衛生士を派遣

し、退院時の歯科診療所の紹介等を行うための運営費に対

する支援を行う。 

・病院や施設での口腔アセス

メント実施人数 3,597人 

           118,823千円 

Ⅱ 地域包括ケア推進のための在宅医療提供体制充実支援事業 

・在宅医療提供体制の整備（在宅療養支援ベッドの確保、

往診医情報の共有、人生の最終段階の医療・ケアに関する

事前意思表明書の作成や研修会の実施等）に対する補助を

行う。また、在宅医療を実施する医師を養成するための研

修を実施する。 

・在宅医療提供体制の整備等

に関する経費補助（県医師会、

30郡市医師会） 

・在宅医療を担う医師を養成

する研修会 5コース 

        80,506千円  
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Ⅳ 中核的医療機関機能維持・強化支援事業 

・大学医学部に寄附講座を設置し県内病院への医師派遣を

図り診療体制の維持を図る。また、大学病院等の小児科医

などの医師を地域の拠点病院に当直医として派遣し救急

医療体制の強化を図る。 

・寄付講座 2講座 

・医師派遣回数 233回 

76,610千円 

Ⅳ 休日・夜間の小児救急医療体制の整備 

・小児二次救急医療体制の適正な運営確保のため、夜間・

休日に複数の病院が対応する小児救急輪番体制の運営及

び小児救急医療拠点病院の運営に対する補助を行う。 

・小児救急輪番体制の運営       

（10 地区）、小児救急医療拠

点病院の運営（2施設） 

       231,343千円  

Ⅳ 電話による小児患者の相談体制の整備 

・子供の急な病気やけがに関して、２４時間３６５日対応

可能な小児救急電話相談を実施する。 

・相談件数 86,775件 

        153,437千円 

Ⅳ 新人看護職員の質の向上を図るための研修の実施 

・新人看護職員研修ガイドラインに沿った新人看護職員研

修の普及促進と新人看護職員への合同研修の実施を行う。 

・新人看護職員研修（123 施

設）、合同研修（22回） 

        70,136千円 

Ⅳ 看護師等養成所における教育内容の向上を図るための体

制整備 

・看護師等養成所における教育内容の向上を図るため、専

任教員の配置や実習経費など養成所の運営に対する支援

を行う。また、専任教員の教授方法の研修や教育実践能力

の向上を図るための専任教員養成講習会を実施する。 

・補助対象養成所の課程数  

 45課程 

・専任教員養成講習会 

 受講者数 29人 

       645,235千円    

Ⅳ 離職防止を始めとする看護職員の確保対策の推進 

・子供を持つ医師、看護職員等の離職防止と復職を支援す

るため、保育施設を整備している病院等に対し、運営に係

る経費の補助を行う。 

・補助対象施設 125施設 

       280,757千円 

 

 

 

 

 


